
第 2 8 9 号（11）　 令 和 8 年 （ 2 0 2 6 年 ） 4 月 2 6 日

第１回
定例会

可
決
し
た

議

案

区
長
提
出
議
案

区
長
提
出
議
案

●
令
和
７
年
度
中
野
区
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
５
次
）

　

歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ
、
58

億
７
３
５
３
万
円
を
追
加
計
上

し
、
既
定
予
算
と
の
合
計
額
は
、

２
１
０
１
億
８
０
４
５
万
６
千

円
と
な
り
ま
し
た
。

●
令
和
７
年
度
中
野
区
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
３
次
）

　

歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ
、
７

億
９
３
２
８
万
２
千
円
を
追
加

計
上
し
、
既
定
予
算
と
の
合
計

額
は
、
３
４
８
億
８
８
８
９
万

３
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

●
令
和
７
年
度
中
野
区
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予

算
　

歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ
、
３

億
１
０
２
万
１
千
円
を
追
加
計

上
し
、
既
定
予
算
と
の
合
計
額

は
、
86
億
３
０
２
万
１
千
円
と

な
り
ま
し
た
。

●
令
和
７
年
度
中
野
区
介
護
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算

　

歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ
、
５

億
６
１
５
２
万
円
を
追
加
計
上

し
、
既
定
予
算
と
の
合
計
額
は
、

２
６
４
億
６
５
２
万
円
と
な
り

ま
し
た
。

●
令
和
８
年
度
中
野
区
一
般
会

計
予
算

●
令
和
８
年
度
中
野
区
用
地
特

別
会
計
予
算

●
令
和
８
年
度
中
野
区
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
予
算

●
令
和
８
年
度
中
野
区
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算

●
令
和
８
年
度
中
野
区
介
護
保

険
特
別
会
計
予
算

　
（
予
算
額
は
１
面
に
掲
載
）

●
中
野
区
事
務
手
数
料
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正

化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
及
び

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円

滑
化
に
関
す
る
法
律
の
改
正
に

伴
い
、
引
用
条
項
等
の
規
定
を

整
備
す
る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
議
会
議
員
の
議
員
報

酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

　

報
酬
月
額
及
び
期
末
手
当
の

額
の
引
上
げ
を
行
う
も
の
で
す
。

●
中
野
区
長
等
の
給
料
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　

給
料
月
額
及
び
期
末
手
当
の

額
の
引
上
げ
を
行
う
も
の
で
す
。

●
中
野
区
行
政
手
続
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

行
政
手
続
法
の
改
正
に
伴
い
、

不
利
益
処
分
を
し
よ
う
と
す
る

場
合
の
意
見
陳
述
の
た
め
の
手

続
に
係
る
通
知
の
方
式
の
規
定

を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

　

職
員
の
給
料
月
額
を
改
定
し
、

及
び
昇
給
の
制
度
を
改
め
る
と

と
も
に
、
管
理
職
員
特
別
勤
務

手
当
の
支
給
対
象
時
間
及
び
額

の
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の

支
給
対
象
時
間
及
び
額
の
規
定

を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
個
人
番
号
の
利
用
及

び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　

個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
事
務
及
び
当
該
事
務

を
処
理
す
る
た
め
に
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
特
定
個
人
情
報

を
追
加
す
る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
議
会
議
員
及
び
中
野

区
長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙

運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
　

公
職
選
挙
法
施
行
令
の
改
正

に
伴
い
、
ビ
ラ
及
び
ポ
ス
タ
ー

の
作
成
に
係
る
公
費
負
担
の
限

度
額
を
改
定
す
る
も
の
で
す
。

●
仮
称
江
古
田
三
丁
目
重
度
障

害
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
等
新

築
工
事
請
負
契
約

　

仮
称
江
古
田
三
丁
目
重
度
障

害
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
等
新
築

工
事
に
係
る
請
負
契
約
を
締
結

す
る
に
当
た
り
、
議
会
の
議
決

を
し
た
も
の
で
す
。

●
塔
山
小
学
校
環
境
改
善
改
修

工
事
請
負
契
約

　

塔
山
小
学
校
環
境
改
善
改
修

工
事
に
係
る
請
負
契
約
を
締
結

す
る
に
当
た
り
、
議
会
の
議
決

を
し
た
も
の
で
す
。

●
啓
明
小
学
校
環
境
改
善
改
修

工
事
請
負
契
約

　

啓
明
小
学
校
環
境
改
善
改
修

工
事
に
係
る
請
負
契
約
を
締
結

す
る
に
当
た
り
、
議
会
の
議
決

を
し
た
も
の
で
す
。

●
上
鷺
宮
小
学
校
環
境
改
善
改

修
工
事
請
負
契
約

　

上
鷺
宮
小
学
校
環
境
改
善
改

修
工
事
に
係
る
請
負
契
約
を
締

結
す
る
に
当
た
り
、
議
会
の
議

決
を
し
た
も
の
で
す
。

●
明
和
中
学
校
跡
施
設
代
替
校

舎
改
修
工
事
請
負
契
約

　

明
和
中
学
校
跡
施
設
代
替
校

舎
改
修
工
事
に
係
る
請
負
契
約

を
締
結
す
る
に
当
た
り
、
議
会

の
議
決
を
し
た
も
の
で
す
。

●
机
及
び
椅
子
の
買
入
れ
に
つ

い
て

　

財
産
の
取
得
に
当
た
り
、
議

決
を
し
た
も
の
で
す
。

●
中
野
区
障
害
者
福
祉
手
当
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

障
害
者
福
祉
手
当
の
第
二
種

手
当
に
つ
い
て
、
年
齢
に
よ
る

額
の
区
分
を
廃
止
す
る
と
と
も

に
、
当
該
額
を
改
定
す
る
も
の

で
す
。

●
中
野
区
難
病
患
者
福
祉
手
当

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
　

難
病
患
者
福
祉
手
当
の
額
を

改
定
す
る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
受
動
喫
煙
防
止
対
策

条
例

　

区
民
の
健
康
の
増
進
等
を
図

る
た
め
、
受
動
喫
煙
に
よ
る
区

民
の
健
康
へ
の
影
響
を
未
然
に

防
止
す
る
た
め
の
区
等
の
責
務

を
定
め
る
と
と
も
に
、
公
共
の

場
所
に
お
け
る
喫
煙
の
禁
止
等

そ
の
他
受
動
喫
煙
を
防
止
す
る

た
め
の
措
置
を
規
定
す
る
も
の

で
す
。

●
中
野
区
空
家
等
対
策
審
議
会

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
　

空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す

る
特
別
措
置
法
の
改
正
に
伴
い
、

引
用
条
項
の
規
定
を
整
備
す
る

も
の
で
す
。

●
中
野
区
乳
児
等
通
園
支
援
事

業
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の

改
正
に
伴
い
、
一
般
型
乳
児
等

通
園
支
援
事
業
に
係
る
設
備
及

び
職
員
の
基
準
の
特
例
等
の
規

定
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
特
定
乳
児
等
通
園
支

援
事
業
の
運
営
の
基
準
に
関

す
る
条
例

　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の

改
正
に
伴
い
、
特
定
乳
児
等
通

園
支
援
事
業
の
運
営
の
基
準
に

つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
立
小
学
校
及
び
中
学

校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医

及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災

害
補
償
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校

歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公

務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る

政
令
の
改
正
に
伴
い
、
介
護
補

償
の
額
を
改
定
す
る
も
の
で
す
。

●
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
規
約
の
変
更
に
つ
い

て
　

同
規
約
の
変
更
の
協
議
に
当

た
り
、
議
決
を
し
た
も
の
で
す
。

●
旧
洗
心
寮
解
体
工
事
請
負
契

約
　

旧
洗
心
寮
解
体
工
事
に
係
る

請
負
契
約
を
締
結
す
る
に
当
た

り
、
議
会
の
議
決
を
し
た
も
の

で
す
。

●
仮
称
江
古
田
三
丁
目
重
度
障

害
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
等
新

築
に
伴
う
電
気
設
備
工
事
請

負
契
約

　

仮
称
江
古
田
三
丁
目
重
度
障

害
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
等
新
築

に
伴
う
電
気
設
備
工
事
に
係
る

請
負
契
約
を
締
結
す
る
に
当
た

り
、
議
会
の
議
決
を
し
た
も
の

で
す
。

●
中
野
区
国
民
健
康
保
険
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

保
険
料
率
等
を
改
め
る
と
と

も
に
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行

令
等
の
改
正
に
伴
い
、
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
の
賦

課
等
の
規
定
を
整
備
す
る
も
の

で
す
。

●
中
野
区
国
民
健
康
保
険
高
額

療
養
費
資
金
及
び
出
産
資
金

貸
付
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

　

国
民
健
康
保
険
高
額
療
養
費

資
金
及
び
出
産
資
金
貸
付
事
業

を
廃
止
す
る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
介
護
保
険
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　

令
和
８
年
度
の
保
険
料
率
の

算
定
に
関
す
る
所
得
の
額
の
算

定
方
法
等
及
び
同
年
度
分
の
保

険
料
の
減
免
に
係
る
手
続
の
特

例
措
置
を
規
定
す
る
も
の
で
す
。

●
中
野
区
建
築
物
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
利
用
促
進
区
域
内

に
お
け
る
説
明
義
務
の
対
象

と
な
る
建
築
物
の
用
途
及
び

建
築
の
規
模
を
定
め
る
条
例

　

建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー
利
用
促
進
区
域
内
の
建
築
物

に
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
設
備

に
係
る
説
明
義
務
の
対
象
と
な

る
建
築
物
の
用
途
及
び
建
築
の

規
模
を
規
定
す
る
も
の
で
す
。

●
令
和
８
年
度
中
野
区
一
般
会

計
補
正
予
算

　

歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ
、
１

億
２
３
１
３
万
７
千
円
を
追
加

計
上
し
、
既
定
予
算
と
の
合
計

額
は
、
２
１
２
８
億
１
７
１
３

万
７
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

議
員
提
出
議
案

議
員
提
出
議
案

●
意
見
書
（
２
件
）

�

（
件
名
は
次
項
に
掲
載
）

第１回
定例会

可
決
し
た

意
見
書

◆
非
核
三
原
則
の
堅
持
を
求
め

る
意
見
書

◆
高
額
療
養
費
自
己
負
担
限
度

額
引
き
上
げ
の
撤
回
を
求
め

る
意
見
書

第１回
臨時会

可
決
し
た

議

案

区
長
提
出
議
案

区
長
提
出
議
案

●
令
和
７
年
度
中
野
区
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
４
次
）

　

歳
入
歳
出
に
そ
れ
ぞ
れ
、
26

億
３
７
２
２
万
９
千
円
を
追
加

計
上
し
、
既
定
予
算
と
の
合
計

額
は
、
２
０
４
３
億
６
９
２
万

６
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

区
議
会
を
傍
聴
し
て
み
ま
せ
ん
か

　

本
会
議
や
委
員
会
の
傍
聴
は
、

ど
な
た
で
も
で
き
ま
す
。
本
会

議
場
に
は
、
親
子
傍
聴
席
を
ご

用
意
し
て
い
ま
す
。
小
さ
な
お

子
様
を
お
連
れ
の
方
な
ど
は
、

一
般
席
と
親
子
席
の
ど
ち
ら
で

も
傍
聴
が
で
き
ま
す
。
傍
聴
希

望
の
方
は
、
会
議
の
当
日
、
区

議
会
事
務
局
（
区
役
所
10
階
）

で
傍
聴
の
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　

受
付
は
会
議
開
会
の
１
時
間

前
か
ら
、
入
場
は
30
分
前
か
ら

に
な
り
ま
す
。
本
会
議
は
定
員

１
０
０
人
、
委
員
会
は
定
員
15

人
で
す
。

　

ま
た
、
傍
聴
券
を
首
に
か
け

ら
れ
る
よ
う
ス
ト
ラ
ッ
プ
を
ご

用
意
し
て
お
り
ま
す
。
お
帰
り

の
際
に
は
傍
聴
券
・
ス
ト
ラ
ッ

プ
を
あ
わ
せ
て
返
却
箱
に
お
入

れ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
令
和
６
年
第
３
回
定

例
会
よ
り
、
傍
聴
者
の
方
も
、

お
手
持
ち
の
パ
ソ
コ
ン
や
タ
ブ

レ
ッ
ト
端
末
を
利
用
し
て
、
会

議
の
資
料
を
閲
覧
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

詳
し
く
は
、
な
か
の
区
議
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
お
知
ら
せ

一
覧
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

�

【
問
合
せ
】
区
議
会
事
務
局傍聴券及びストラップ

返却箱


